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民法改正と賃金債権の消滅時効延長の動き
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　現行の民法では、消滅時効により債権が消滅するまでの期間（消滅時効期間）は原則１０年と定めながら、
例外としてより短期の消滅時効期間を設けていました。2020 年４月に施行される改正民法では、簡素化・
統一化のため、消滅時効期間を原則５年とするとしています。

　賃金債権の消滅時効については、現行民法では１年と定めていますが、特別法である労働基準法で、２年
と定められています。（賃金台帳等の書類は３年間保存義務）
　
　民法改正をふまえた特別法の制定については所管官庁の判断に委ねられていることから、厚生労働省で
は、専門家による「賃金請求権の消滅時効の在り方に関する研究会」を設置し、議論を進めていましたが、
７月１日、今後の労働政策審議会での審議に向けた論点整理を取りまとめ、公表しました。
　それによると、「将来にわたり消滅時効期間を２年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充
する方向で一定の見直しが必要であるが、消滅時効期間を見直す場合の企業における影響やコストについて
も留意し、具体的な消滅時効期間についての検討が必要」としています。

　賃金請求権の時効が延長されれば、未払賃金の請求訴訟も増加するものと思われます。
　労働時間の適正な把握と正確な賃金計算が企業にとって重要性を増してきます。

Ａ．厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」での報告書の中で提言された医療機関における「業
務移管」の事です。

　　厚生労働省では働き方改革に向けた緊急的な取組として、医師事務作業補助者や特定行為研修を修了し
た看護師等を活用し、他の医療スタッフへの分業を推進し、医師の労働時間短縮を図ろうという方針を
打ち出しています。

　　また、今年度よりタスク・シフティングの支援に向けてタスク・シフティング等勤務環境改善推進事業
が行われます。タスク・シフティングの活用法について詳しくは次号以降のトピックスで解説致します。
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ご不明な点がございましたら、医療勤務環境改善支援センターまでお問い合わせ下さい。




